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○ 加入する制度を年齢で区分することなく、何歳になっても、サラリーマンである高齢者の方や
被扶養者は被用者保険に、これら以外の方は国保に、それぞれ現役世代と同じ制度に加入

○ 第一段階において、平成２５年度から後期高齢者医療制度を廃止、７５歳以上は都道府県
単位の財政運営とし、第二段階において、７４歳以下も都道府県単位の財政運営に移行

＜現行制度＞ ＜第二段階＞

国保 被用者保険
（3,600万人） （7,400万人）

後期高齢者医療制度

75歳

国保 被用者保険国保 被用者保険

＜第一段階（H25年度～）＞

75歳

独立制度による都道府県単位の
財政運営（運営主体：広域連合）

市町村単位
の財政運営

都道府県単位の
財政運営

都道府県単位
の財政運営
に向けた
環境整備

全年齢を対象に
都道府県単位
の財政運営

1,400万人
うち私学共済2万2千人

（加入者4千人、被扶養者1万8千人）
1,200万人 200

万人
うち

私学共済
2万2千人

新たな高齢者医療制度の基本的枠組み
＜第10回高齢者医療制度改革会議（平成22年9月27日）＞
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新しい高齢者医療制度の創設までのスケジュール（見込み）

H21.11 H22.8 H22末 H23.1 H23春 H25.4

改
革
会
議
の
設
置

中
間
と
り
ま
と
め

最
終
と
り
ま
と
め

法
案
提
出

法
案
成
立

新
し
い
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行

・
意
識
調
査
の
実
施

・
地
方
公
聴
会
の
開
催

・
意
識
調
査
の
実
施

・
地
方
公
聴
会
の
開
催

・
実
施
体
制
の
見
直
し
・
準
備
・
広
報

・
全
て
の
市
町
村
等
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
改
修

・
政
省
令
の
制
定

施行準備 ２年

（参考）
後期高齢者医療制度も法案成立から
施行までは約２年
H18.6 高齢者医療確保法の成立
H20.4 後期高齢者医療制度の施行

＜９月＞

○

全
年
齢
を
対
象
と
し
た
都
道
府
県
単
位
化
へ
の

移
行
手
順
、
期
限
、
環
境
整
備
の
進
め
方

○

今
回
の
制
度
移
行
時
に
お
け
る
都
道
府
県
単
位

化
の
対
象
年
齢
は
75
歳
以
上

○

財
政
調
整
の
仕
組
み

＜10月＞

○

公
費

○

被
用
者
保
険
者
間
の
具
体
的
な
按
分
方
法

○

財
政
影
響
試
算
及
び
将
来
推
計

＜11月＞

○

運
営
主
体

○

そ
の
他
、
積
み
残
し
案
件

国保の運営
のあり方等

費用負担 運営主体等

この間の改革会議における議論の進め方

な
ど

な
ど

な
ど
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